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【手続補正書】
【提出日】令和1年7月26日(2019.7.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技が可能な遊技機であって、
　複数の信号配線を構成する第１パターンと、該第１パターンと配線長が同一または略同
一である第２パターンと、が形成され、
　前記複数の信号配線により複数の電気部品が接続された基板を備え、
　前記第１パターンおよび前記第２パターンは、それぞれ、直線または略直線の信号配線
を構成する第１形状部と、直線とは異なる信号配線を構成する第２形状部とを含み、
　前記第１パターンにおける前記第１形状部に対応して、前記第２パターンに前記第２形
状部が設けられ、
　前記基板の一面に前記第２形状部を含む信号配線が設けられ、前記基板の他面に接続確
認用の特定導体部が設けられている、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　（Ａ）上記目的を達成するため、本願の請求項に係る遊技機は、遊技が可能な遊技機で
あって、複数の信号配線を構成する第１パターンと、該第１パターンと配線長が同一また
は略同一である第２パターンと、が形成され、前記複数の信号配線により複数の電気部品
が接続された基板を備え、前記第１パターンおよび前記第２パターンは、それぞれ、直線
または略直線の信号配線を構成する第１形状部と、直線とは異なる信号配線を構成する第
２形状部とを含み、前記第１パターンにおける前記第１形状部に対応して、前記第２パタ
ーンに前記第２形状部が設けられ、前記基板の一面に前記第２形状部を含む信号配線が設
けられ、前記基板の他面に接続確認用の特定導体部が設けられている、
　ことを特徴とする。
　（１）また、他の遊技機として、遊技が可能な遊技機（例えばパチンコ遊技機１など）
であって、複数の信号配線を構成する第１パターン（例えば配線の第１パターン４３ＡＫ
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１０など）と第２パターン（例えば配線の第２パターン４３ＡＫ１１など）とが形成され
（例えば図３０を参照）、前記複数の信号配線により複数の電気部品（例えばＲＡＭ１０
２とＣＰＵ１０３など）が接続された基板（例えば主基板１１など）を備え、前記第１パ
ターンおよび前記第２パターンのうち一方のパターンにより構成される信号配線が、直線
または略直線の第１形状となる第１形状部（例えば第１形状部４３ＡＫ１０Ｌ、４３ＡＫ
１１Ｌなど）に対応して、前記第１パターンおよび前記第２パターンのうち他方のパター
ンにより構成される信号配線が、前記第１形状とは異なる第２形状となる第２形状部（例
えば第２形状部４３ＡＫ１０Ｍ、４３ＡＫ１１Ｍ）を含み、前記基板の一面（例えば表面
層４４ＡＫ１Ｓなど）に前記第２形状部を含む信号配線（例えば配線のパターン４４ＡＫ
１０Ｐ、４４ＡＫ１１Ｐにより構成される信号配線など）が設けられ、前記基板の他面（
例えば裏面層４４ＡＫ２Ｓなど）に接続確認用の特定導体部（例えばテストポイント４４
ＡＫ１１ＴＰなど）が設けられている（例えば図３１を参照）、
　ことを特徴としてもよい。
　このような構成によれば、適切な基板構成が可能になる。
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